
 

別紙２ 

 

 

 水質調査結果一覧（五川目堤及び下流海域） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （下線は暫定指針値超過） 

 

  

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ：水質汚濁に係る要監視項目である有機フッ素化合物の一種 

要監視項目：人の健康の保護に関する物質、あるいは有用な水生生物等の生息又は生育環境の保全に関する物質ではあるが、 

現時点では直ちに環境基準健康項目とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき項目として定められているもの。 

そのうち、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡは人の健康の保護に関する物質に該当する。 

      調査項目等 
 

調査地点 

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ（単位：ng/L） 

調査実施機関 採水日 

令和６年４月 22日 
暫定指針値 

五川目堤 ７２０ 

50 

三沢市 

海域 

砂ヶ森 1km沖     ０.７ 

県 

五川目 1km沖     ０.７ 

四川目 1km沖     ０.７ 

三沢漁港 1km沖     ０.８ 


